
 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体向け内部規程例 

（外部の労働者等からの通報用） 

 

 

2022 年４月 

眞砂法律事務所 弁護士  林  尚 美 

 

 

 

 

  

本規程例は，改正公益通報者保護法において，地方公共団体はその規模にかかわら
ず外部通報対応体制の整備義務が課されることとなったところ，地方公共団体か
ら，外部通報対応体制を構築するに当たりどのような内部規程等を策定すればよい
のか分からない，という声が寄せられていることを踏まえ，指針等検討会の委員も
務めた著者が，地方公共団体が策定すべき規程等の一例として作成した資料であ
り，消費者庁から公式に認定されたものではない。 
地方公共団体は，本規程例を参照しつつ，自らの実情等を踏まえ，本規程例と異な
る独自の定めを置くことも差し支えない。 
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●●市における外部の労働者等からの通報等への対応手続

に関する内部規程例 
 

令和●年●月●日 

●●市●●第●号 
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第２章 通報等の受付等（第６条－第１０条） 
第３章 調査及び措置（第１１条－第１３条） 
第４章 通報者等の保護等（第１４条－第１７条） 
第５章 雑則（第１８条－第２２条） 

 
 
第１章 総則 
（目的） 

第１条 本規程は，「公益通報者保護法の一部を改正する法律」（令和２年法律

第５１号）により改正された公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号。

以下「法」という。）第１３条第２項及び「公益通報者保護法を踏まえた地

方公共団体の通報対応に関するガイドライン（外部の労働者等からの通報）」

（令和４年６月１日消費者庁。以下「地方公共団体向けガイドライン」とい

う。）の趣旨を踏まえて，●●市（以下「本市」1という。）において外部の労

働者等からの法に基づく公益通報及びその他の法令 2違反等に関する通報等

を適切に取り扱うため，これらの通報等への対応手続に関する事項を定める

ことにより，通報者等の保護を図るとともに，事業者の法令遵守等を推進す

ることを目的とする。 
 
（定義） 

第２条 本規程において「外部の労働者等」とは，次に掲げる者とする。 
一 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者，当該事

業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者

（以下「取引先事業者」という。）の労働者 

                                                      
1 本規程例は市を想定した記載としているところ，県町村においては，これを読み替える
ものとする。 
2 各地方公共団体が制定する条例，規則その他の規程を含むものとする。 
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二 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者 
三 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員 3 
四 前３号に規定する者であった者 4 
五 前４号に規定する者のほか通報内容となる事実に関係する事業者の法令

遵守等を確保する上で必要と認められる者 
２ 本規程において「通報」とは，公益通報者保護法に基づく通報対象事実又

はその他の法令違反等が生じ，又はまさに生じようとしていると思料して，

その旨を知らせることをいう。 
３ 本規程において通報制度等に関する相談を「相談」といい，「通報」及び

「相談」を併せて「通報等」という。 
４ 本規程において「通報者」とは，通報をした者をいい，「通報者等」とは，

通報又は相談をした者をいう。 
５ 本規程において「受付」とは，本市に対してなされた通報又は相談 5を受

けることをいう。 
６ 本規程において「主管課」とは，通報内容となる事実に関する事務を所掌

する課をいう 6。 
７ 本規程において「通報者等を特定させる事項」とは，通報等をした者が誰

であるかを排他的に認識することができる事項をいう 7。 
８ 本規程において「不利益な取扱い」とは，通報等をしたことを理由とする

本市，本市職員等，事業者又は事業者の役職員等からの，懲戒処分その他の

不利益な取扱いをいう。 
 
（組織体制） 

                                                      
3 役員とは，「法人の取締役，執行役，会計参与，監査役，理事，監事及び清算人並びにこ
れら以外の者で法令（法律及び法律に基づく命令をいう。）の規定に基づき法人の経営に
従事している者(会計監査役を除く。)をいう。」(法第 2条第 1項)。 
4 本規程例では，法の範囲を超えて，退職後 1 年以内の者に限らない文例を記載している
が，法の範囲に基づき退職後１年以内の退職者に限定することも認められる。 
5「意見又は苦情」を含めるという制度設計とすることも考えられる。 
6 通報等への対応を行う際の組織単位をどのように設定するか（課レベルとするか，部レ
ベルとするか等）については，各市区町村の組織の規模等の実情に応じて決定することが
考えられる。 
7 通報者等の氏名，社員番号等のように当該人物に固有な事項を伝達される場合が典型例
であるが，性別等の一般的な属性であっても，当該属性と他の事項を照合させることによ
り，排他的に特定の人物が通報者等であると判断できる場合も該当する。 
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第３条 本市に対してなされる通報等への対応に関する事務を総括するため，

総括通報等責任者を置くこととし，▲▲8をもって充てる。 
２ 総括通報等責任者は，通報等への対応に関する規程類の整備，教育研修の

実施，通報に関する調査の進捗等の管理その他通報等への適切な対応の確保

に関する事務を総括する。 
３ 総括通報等責任者は，前項に規定する事務を通報等責任者に行わせること

ができるものとし，通報等責任者は主管課の課長をもって充てる。 
 
（通報等責任者及び通報等担当者の業務等） 

第４条 通報等責任者は，主管課において，通報に関する調査の進捗等の管理，

職員が教育研修に参加する機会の確保その他通報等への適切な対応の確保に

関する事務を掌理する。 
２ 通報等責任者は，主管課の職員の中から，通報等担当者を指定する。 
３ 通報等担当者は，通報等責任者を補佐し，主管課における通報等の管理，

通報者等との連絡その他通報等への対応に関する事務を担当する。 
 
（通報・相談窓口） 

第５条 本市に対して外部の労働者等からなされる通報等を一元的に取り扱う

窓口（以下「通報・相談窓口」という。）を■■課 9に置くこととし，総括通

報等責任者がこれを総括する 10。 
２ 通報・相談窓口は，次に掲げる事務を取り扱う。 
一 本市に対してなされる通報等の受付に関すること。 
二 通報者等との連絡調整に関すること。 
三 主管課との連絡調整に関すること。 

                                                      
8 通報等の内容は多岐にわたる可能性があるほか，通報に係る調査や，法令に基づく措置
その他適切な措置等に複数の部局が関与する可能性があることから，総括通報等責任者に
ついては，当該地方公共団体全体に対して指揮・監督又は総合調整を行う権限を有する幹
部（市区町村長又は副市区町村長若しくは総務部局，消費者行政部局，産業・労政部局等
の関係部局の長等）とすることが一般的であると考えられる。 
9 通報・相談窓口の設置先については，広報広聴，住民生活・消費者行政，産業・労政，
法令遵守・コンプライアンス等を担当する部局等が考えられるが，各地方公共団体の実情
を踏まえて決定することが考えられる。 
10  本規程例では，特定の課室に外部通報を一元的に取り扱う窓口を設置する地方公共団体
を前提とした規定を置いているが，主管課等において直接公益通報を受けるという制度設
計とすることも差し支えない。 
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３ 通報・相談窓口を経由せず，主管課に対して直接通報等があった場合，当

該主管課は，当該通報を通報・相談窓口に取り次ぎ，通報・相談窓口は当該

通報等を次条の通報等と同様に受け付ける等の対応をとる 11。 
 
第２章 通報の受付等 
（受付の範囲及び取扱い） 

第６条 本市は，外部の労働者等からの次に掲げる事実についての通報を受け

付ける。 
一 公益通報者保護法に基づく通報対象事実 
二 前号に定めるもののほか，法令に違反する行為に関する事実（当該違反

行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関がある場合に限

る。） 
三 前２号に定めるもののほか，事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適

正な執行のために必要と認められるその他の事実 
２ 前項の規定により受け付けた通報の内容について，処分又は勧告等をする

権限を他の行政機関が有するときは，本市は，当該他の行政機関を通報者に

対して遅滞なく教示する。 
３ 本市は，通報等があったときは，法及び地方公共団体向けガイドラインの

趣旨を踏まえ，誠実かつ公正に通報等に対応し，正当な理由なく通報等の受

付を拒んではならない。 
４ 本市は，匿名による通報等についても，実名による通報等と同様の取扱い

を行う。 
 
（受付手続） 

第７条 通報・相談窓口は，通報等を受け付けたときは，通報等に関する秘密

保持（個人情報以外の通報者等を特定させる事項の保秘を含む。以下同じ。）

及び個人情報の保護に留意しつつ，通報等への対応に必要な事項 12を通報者

                                                      
11 主管課に寄せられた通報等について，通報・相談窓口に寄せられていないことをもって
公益通報ではないと判断することや，通報等を放置することのないよう，留意が必要であ
る。 
12 通報等への対応に必要な事項として，例えば以下のようなものが考えられる。 
・通報者等の氏名及び連絡先（電話番号，電子メールアドレス及び住所又は居所） 
  ※ 通報者等が匿名を希望する場合，私用のフリーメールアドレスからも受け付け

る等の対応も考えられる。そのような対応を排除する実務運用とならないよ
う，留意が必要である。 
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等に確認する。ただし，通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障

がある場合は，この限りでない。 
２ 通報・相談窓口は，通報等を受け付けたときは，次に掲げる事項を通報者

等に説明する 13。ただし，通報者等が望まない場合，匿名による通報 14等で

あるため通報者等への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある

場合はこの限りでない（以下，本条第３項，第１１条第３項及び第１２条第

２項に規定する通知，次条第１項第２号に規定する教示，並びに第１０条第

１項に規定する教示及び資料の提供においても，同様とする。）。 
一 通報等への対応に関与する職員には秘密保持義務があり，通報者等を特

定させる事項その他通報等に係る情報の共有は制限されるなど，通報等に

関する秘密は保持されること。 
二 個人情報は保護されること。 
三 通報受付後の手続の流れに関すること。 

３ 前２項において，書面，電子メール等，通報者等が通報等の到着を確認で

きない方法によって通報等がなされた場合には，通報等の到着を確認次第，

通報等を受領した旨を通報者等に対して遅滞なく通知するよう努める。 
 
（受付時の対応） 

第８条 通報・相談窓口は，通報を受け付けたときは，その内容により次の各

号のいずれかの措置をとる。 
一 調査の実施にあたり必要があるときは，適切な主管課に通報を取り次ぎ，

主管課は責任をもって調査にあたること 
二 本市ではなく他の行政機関が通報内容について処分又は勧告等をする権

限を有する場合において，当該他の行政機関を通報者に対して遅滞なく教

示することを含め，適切な措置をとること 
２ 前項第２号の場合において，通報者からの通報に，個人の生命，身体，財

産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合

                                                      
・通報内容となる事実に係る事業者の氏名又は名称，所在地及びウェブアドレス 
・通報者等と事業者との関係 
・通報の内容となる事実の概要と関係する法令等 
・通報の内容となる事実を裏付ける資料，物件等の有無及びその名称等 

13 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることもあることから，通報
者等に対して，情報管理の重要性について十分に理解させることも必要である。 
14 本項第 1 号から第 3号までの事項について，ウェブサイト等に掲載することにより匿名
の通報者に対しても周知することも考えられる。 
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には，通報に関する秘密保持に留意しつつ，個人情報の保護に関する法令等

も踏まえ，当該他の行政機関に当該内容について情報提供をする。 
 
（受付後の手続） 

第９条 主管課は，法及び地方公共団体向けガイドラインの趣旨及び関係する

法令等の規定を踏まえ，次の各号のいずれかに該当する場合には，正当な理

由がある場合を除き，通報に関して調査を実施する。 
一 外部の労働者等が，第６条第１項各号に掲げる事実が生じ，又はまさに

生じようとしている旨を当該事実について処分又は勧告等をする権限を有

する本市に対し，次に掲げる要件のいずれかを満たして通報する場合 
  イ 当該事実が生じ，又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる

相当の理由があること（以下「真実相当性の要件」という。）15。 
  ロ 当該事実が生じ，又はまさに生じようとしていると思料し，かつ，

次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。 
  （１）通報者の氏名又は名称及び住所又は居所 
  （２）当該事実の内容 
  （３）当該事実が生じ，又はまさに生じようとしていると思料する理由 
  （４）当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられる

べきと思料する理由 
二 通報が真実相当性の要件を満たしているかどうかが直ちに明らかでない

場合においても，法第３条第１項第２号の趣旨も踏まえ，個人の生命，身

体，財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合 
２ 主管課は，調査を実施する場合はその旨（第３項の期間を設定した場合に

はその期間を含む。）を，調査を実施しない場合（情報提供として受け付ける

ことを含む。）はその旨及びその理由を，通報・相談窓口に回答する。 
３ 主管課は，当該通報への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設

定するよう努める。 
４ 第２項の回答を受けた通報・相談窓口は，公益通報又はそれに準ずる通報

等として調査を実施するときはその旨を，調査をしない場合はその旨を，通

報者に対し遅滞なく通知する。 
 
（教示） 

                                                      
15 真実相当性の判断にあたっては，当該通報内容を裏付ける内部資料，関係者による供述
等の存在のみならず，通報者本人による供述内容の具体性，迫真性等によっても認められ
得ることを十分に踏まえ，柔軟かつ適切に対応することが求められる。 
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第１０条 他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかに

なった場合は，主管課は，当該他の行政機関を，通報者に対して遅滞なく教

示しなければならない。この場合において，当該主管課は，適切な法執行の

確保及び利害関係人の営業秘密，信用，名誉，プライバシー等の保護に支障

がない範囲において，自ら作成した当該通報に係る資料を通報者に提供する。 
２ 主管課は，前項前段の場合において，通報に，個人の生命，身体，財産そ

の他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には，

通報に関する秘密保持に留意しつつ，個人情報の保護に関する法令等に従い，

当該他の行政機関に当該内容について情報提供をする。 
 
第３章 調査及び措置 
（調査の実施） 

第１１条 主管課は，通報に関する秘密を保持するとともに，個人情報を保護

するため，通報者が調査等の対象となる事業者及びその関係者に特定されな

いよう十分に留意しつつ，速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を

実施する。 
２ 総括通報等責任者及び通報等責任者は，調査の方法，内容等の適正性を確

保するとともに，調査の適切な進捗を図るため，調査について適宜確認を行

う等の方法により，通報事案を適切に管理する。 
３ 主管課は，適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密，信用，名誉，

プライバシー等の保護に支障がある場合を除き，調査の進捗状況を通報者に

対し，適宜通知するとともに，調査結果を可及的速やかに取りまとめ，その

結果を遅滞なく通知する。 
 
（調査結果に基づく措置） 

第１２条 主管課は，調査の結果，第６条第１項各号に掲げる事実があると認

めるときは，速やかに法令に基づく措置その他適切な措置をとらなければな

らない。 
２ 主管課は，前項の措置をとった場合には，その内容を，適切な法執行の確

保及び利害関係人の営業秘密，信用，名誉，プライバシー等の保護に支障が

ない範囲において，通報者に対し，遅滞なく通知する。 
 
（協力義務等） 

第１３条 本市は，公益通報者保護法に基づく通報対象事実又はその他の法令

等に違反する事実に関し，処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が本

市の他にもある場合においては，当該行政機関と連携して調査を行い，措置
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をとる等，相互に緊密に連絡し協力する。 
 
 
第４章 通報者等の保護等 
（秘密保持及び個人情報保護の徹底） 

第１４条 通報等への対応に関与した職員（通報等への対応に付随する職務等

を通じて，通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。）は，通報

等に関する秘密を漏らしてはならない。 
２ 通報等への対応に関与した職員は，当該対応手続において知り得た個人情

報の内容をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に利用してはならない。 
３ 通報等への対応に関与した職員は，通報等に関する秘密保持及び個人情報

保護の徹底を図るため，通報等への対応の各段階（通報等の受付，教示，調

査，措置及び通報者等への結果の通知の各段階をいう。以下同じ。）及び通

報等への対応終了後において，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
一 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定するこ

と。 
二 通報者等を特定させる事項については，調査等の対象となる事業者及び

その関係者に対して開示しないこと（通報対応を適切に行う上で真に必要

な最小限の情報を，次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。）。 
三 通報者等を特定させる事項を，情報共有が許される範囲外に開示する場

合には，通報者等の書面，電子メール等による明示の同意を取得すること。 
四 前号に規定する同意を取得する際には，開示する目的及び情報の範囲並

びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について，通報者等

に対して明確に説明すること。 
４ 主管課における通報等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関

しては，前３項に定めるもののほか，個人情報の保護に関する法令 16等に従

う 17。 
 
（利益相反関係の排除） 

第１５条 職員は，次の各号のいずれかに該当する場合，通報への対応に関与

してはならない。 

                                                      
16 その他，各市区町村における個人情報の管理に関する規程等が考えられる。 
17 通報等に係る秘密保持を徹底する観点から，主管課において，通報等への対応に際する
秘密保持及び個人情報の保護について，必要に応じ，その所掌する事務の内容に即した具
体的な規程を定める旨の規定を設けることも考えられる。 
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一 法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者 
二 通報者又は被通報者と親族関係にある者 
三 通報に係る事案に関する公正な調査や措置等の検討又は実施を阻害し得

る者 
２ 通報・相談窓口の担当職員は，自らが前項各号のいずれかに該当する通報

を受け付けた場合，他の職員に引き継ぐ。 
３ 通報等担当者は，通報に係る事案の調査又は措置等の検討若しくは実行等

の通報への対応の各業務に着手する時点で，第１項各号のいずれにも該当し

ないことを確認し，そのいずれかに該当する場合，通報等責任者に報告する。 
４ 前項の報告を受けた通報等責任者は，前項の報告をした者を当該通報に関

与させてはならない。 
５ 本市は，第３項の報告を怠った者に対し，懲戒処分その他の適切な措置を

とる。 
６ 通報等責任者は，通報への対応の各段階において，通報への対応に関与す

る者が当該通報に利益相反関係を有していないか確認する。 
 
（通報者等の保護） 

第１６条 本市は，第１４条の規定に正当な理由なく違反した職員に対しては，

懲戒処分その他の適切な措置をとる。 
２ 主管課は，通報等への対応が終了するまでの間，必要に応じて，通報者等

が不利益な取扱いを受けていないか確認する。 
３ 本市は，通報対応の終了後においても，通報者からの相談等に適切に対応

するとともに，通報者等が，通報等をしたことを理由として，事業者から解

雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には，消費

者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤル（一元的相談窓口），各都道府県労

働局等を紹介するなど，通報者等の保護に係る必要なフォローアップを行う

よう努める 18。 
 
（意見又は苦情への対応） 

第１７条 通報・相談窓口は，本市における通報等への対応に関して通報者等

から意見又は苦情の申出を受けたときは，迅速かつ適切に対応するよう努め

る。 

                                                      
18 公益通報者保護制度の仕組みや法解釈等については公益通報者保護制度相談ダイヤル
（一元的相談窓口）を，個別的な紛争解決については各都道府県労働局等を紹介すること
が考えられる。 
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２ 前項の申出の内容が，通報等に関する秘密及び個人情報の漏洩，通報に関

する調査及び措置の遅滞並びに不適切な調査の実施その他本市の不適切な対

応に関するものである場合には，通報・相談窓口は総括通報等責任者に報告

する。当該報告を受けた総括通報等責任者は，速やかに通報・相談窓口及び

当該通報等を取り扱う主管課における対応状況を確認し，法令に基づく措置

その他適切な措置等をとった上で，その結果を通報・相談窓口から通報者等

に通知させる。 
 
 
第５章 雑則 
（通報等の関連文書の管理） 

第１８条 通報等への対応に係る記録及び関係資料については，文書管理に関

する法令，本市文書管理規程（平成／令和●年●月●日●●市●●第●号）

等に基づき適切な方法で管理しなければならない。 
 
（通報への適切な対応の推進に関する事務） 

第１９条 総括通報等責任者は，本市における通報等への適切な対応を推進す

るため，通報等への対応に関する規程類を整備するほか，法 19及び地方公共

団体向けガイドライン並びに本規程の内容等について，本市市長その他本市

幹部職員，通報等責任者，通報等担当者その他の職員に対する定期的な研修，

説明会の実施その他適切な方法により，十分に周知する。 
 
（事業者及び労働者等への周知） 

第２０条 本市は，区域内の事業者及び労働者等に対する広報の実施，説明会

の開催その他適切な方法により，法，「公益通報者保護法第１１条第１項及

び第２項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して，その適切かつ有効

な実施を図るために必要な指針」（令和３年８月２０日内閣府告示第１１８

号）及び「公益通報者保護法に基づく指針（令和３年内閣府告示第１１８号）

の解説」（令和３年１０月１３日消費者庁）の内容，本市における通報・相

                                                      
19 本規程例は外部通報に関するものであり，「公益通報者保護法第 11 条第１項及び第２項
の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して，その適切かつ有効な実施を図るために必
要な指針」（令和３年８月 20 日内閣府告示第１１８号。），「公益通報者保護法に基づく指
針（令和３年内閣府告示第１１８号）の解説」（令和 3年 10 月 13日消費者庁）が直接的
に適用されるものではないが，周知にあたっては，これらについても言及することが望ま
しいものと考えられる。 



11 
 

談窓口，通報対応の仕組み等について，周知するよう努める 20。 
 
（本市における通報体制の運用状況等の評価及び改善） 

第２１条 本市における通報体制の運用状況等についての透明性を高めるとと

もに，客観的な評価を行うことを可能とするため，本市は，通報体制の運用

状況等に関する事項を，各年度の終了後，速やかに公表する 21。ただし，当

該情報を公表することにより，通報に関する秘密保持及び個人情報の保護並

びに適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密，信用，名誉，プライバ

シー等の保護に支障が生じる場合においては，個々の通報事案ごとに，その

全部又は一部を非公表とすることができる。 
２ 本市は，通報体制の運用状況等について，定期的に評価及び点検を行う 22

とともに，他の行政機関による先進的な取組事例等を参考として，通報対応

の仕組みを継続的に改善するよう努める。 
 
（他の法令等との関係）  

第２２条 本規程で定める通報等への対応手続については，他の法令及び本市

の区域内に適用される条例，規則その他の規程に特別の定めがある場合又は

これに基づく運用がある場合を除くほか，本規程の定めるところによる。 
 
 

                                                      
20 各市区町村の区域内の事業者における法令遵守等を確保する観点から，その要綱や規程
において，「公共調達や補助金等の交付を行うに際して，法令遵守の確保や不正防止等を
図るため必要と認められる場合には，相手方事業者に法，指針及び指針の解説に基づく取
組を求める」旨の規定を設けることも考えられる（地方公共団体向けガイドライン５
（３）②を参照）。 
21 公表する情報の内容としては，例えば以下のようなものが考えられる。 
・通報受付件数 
・通報事案の概要 
・通報事案の調査結果の概要 
・調査の結果を踏まえてとった法令に基づく措置その他適切な措置  
・調査対応状況の概要 
・通報対応に要した期間 
・その他通報対応の仕組みの運用状況についての透明性を高めるために必要な事項 

22 この際，職員や監査部門の意見のほか，弁護士や学識経験者など中立的な第三者の意見
を踏まえることも有益であると考えられる。 
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附 則 

本規程は，令和●年●月●日から施行する。 


